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令和３年第３回杵築市議会定例会の開会にあたり、冒頭ひとこと挨

拶を申し上げます。 

国内の新型コロナウイルス感染者が、８月６日に累計で１００万人

を超え、現在も収束が見えず、急拡大しています。 

これは、感染力の強いデルタ株の影響によるもので、県内でも、デ

ルタ株に置き換わりが進むことで、感染経路不明者が増加し、市中感

染が広がっています。 

市内でも、８月７日から１０日間連続で感染者が確認されました。

これまで以上に警戒感を高め、感染対策をより一層徹底してください。 

県では、８月１６日から「不要不急の外出の自粛」や、「飲食店に

対し、夜９時までの営業 」、 少しでも体調に異変を感じた場合は、躊

躇することなく、医療機関に相談するようお願いしているところです。 

一方、市内のワクチン接種率の状況ですが、８月１８日現在、１回

目を終えた方が４６％、２回目を終えた方が、３５％となっています。

なお、６５歳以上の方につきましては、２回目の接種を終えた方が、

８７％となっています。 

ワクチンは、２回目の接種から６か月間、新型コロナウイルス感染

症の発症を予防する高い効果があり、その有効性は確実に認められて

います。 

大分県の新規感染者の年齢構成の推移を見ても、高齢者へのワクチ

ン接種が進むにつれて、６０歳以上の年代の感染率は減少し、８月１

日から８月１９日までの６０歳以上の年代の新規感染者の割合は９％

という結果が示されています。ワクチン接種による発症予防効果があ

ることが、県の新規感染者の年齢構成の推移からも確認することがで

きます。 

現在、市では６４歳以下の方々へのワクチン接種を進めています。
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８月の予約枠は、ほぼ上限に達していますが、９月以降の予約につい

ては、まだ余裕があります。 

現役世代や若年層の方々にも、ワクチンに対する正しい知識をもっ

ていただき、ご自身や大切な方を守るために、積極的な接種をお願い

します。 

さて、８月１日にＪＲ九州杵築駅の列車到着メロディを「おかえり

の唄」に変更することを記念して、お披露目式典を開催いたしました。 

式典当日は、楽曲提供していただきました南こうせつさんご本人を

はじめ、九州旅客鉄道株式会社関係者の皆様、杵築高校吹奏楽部や合

唱隊の皆様、イメージビデオの出演者の皆様など多くの関係者のご臨

席を賜り、開催することができました。 

この「おかえりの唄」到着メロディですが、ＪＲを利用される市民

の皆様のみならず、市外・県外の皆様にも心がほっこりして元気にな

るメロディに仕上がっています。杵築駅をご利用の際には、ぜひ到着

メロディーに耳を傾けてみてください。 

また、式典当日の８月１日から、市内４０か所の屋外スピーカーか

ら夕方に放送するミュージックチャイムを「おかえりの唄」に変更さ

せていただきました。こちらも多くの市民の皆様に聞いていただき、

ふるさと「杵築」の唄として口ずさんでただければ幸いです。 

今後も、この「おかえりの唄」が、市民の皆様に愛される曲となる

よう、また、歌詞の中にあるように、この杵築のまちが「若者の笑顔

がきらりと光る 」、 「夢がはばたく 」、 「愛のまち」になるよう取り

組んでまいります。 

さて、令和２年度の決算認定の議案を、今定例会に提出させていた

だきました。一般会計の決算は、翌年度に繰越すべき財源を除いた実

質収支で４億８００万円の黒字を確保し、経常収支比率も９４．４％

と大幅に改善することができました。これは、昨年８月に策定した「 
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第４次行財政改革大綱」の取組に、市民の皆様から、ご理解とご協力

をいただいたおかげです。心から感謝申し上げます。 

しかし、コロナ禍による税収減や突発的な支出など、本市の行財政

を取り巻く環境は不透明であります。市民の皆様や地域にとって真に

必要なサービスは実施しつつ、長期的に安定した健全な財政運営に向

け、適切に対応してまいります。 

 

それでは、今定例会に提出いたしました諸議案等について、説明を

申し上げます。 

 

はじめに、議案第５５号から議案第６４号までの、令和２年度杵築

市一般会計及び各特別会計並びに各公営企業会計歳入歳出決算につい

て、説明を申し上げます。 
まず、議案第５５号 令和２年度杵築市一般会計歳入歳出決算につ

いて、説明を申し上げます。 
歳入総額２５５億８，４１０万４，９２８円に対して、歳出総額は

２５０億６，５７３万５，６７０円で、翌年度への繰越財源１億１，

０１３万６千円を差し引いた実質収支額は、４億８２３万３，２５８

円の黒字となっています。 
決算の概要を歳入から申し上げますと、歳入総額では前年度比１３．

３％増、２９億９，８２２万円の増額となっています。歳入のうち、

市税については、３１億１４６万７千円で、前年度比１，８０９万８

千円、０．６％の減額となりました。地方交付税については、６７億

８，８２５万９千円で、前年度比９，２８９万３千円、１．４％の増

額となりました。国庫支出金については、６３億７５９万８千円で、

前年度比２９億９，７９０万７千円、９０．６％の増額となりました。

これは、特別定額給付金給付事業費補助金が２８億５，８１０万円増

額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が６億８，２
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１０万９千円増額となったことなどが主な要因です。県支出金につい

ては、１６億９，４０５万８千円で、前年度比４億９，６８７万５千

円、２２．７％の減額となりました。これは、活力あふれる園芸産地

整備事業補助金が１億６，５９９万２千円の減額、沿岸漁業経営構造

改善事業費補助金が１億５，４２１万２千円の減額となったことが主

な要因です。寄附金については、７億１，７３０万８千円で、前年度

比２億９，５１５万７千円、６９．９％の増額となりました。ふるさ

と杵築応援寄附金につきましては、２億７，４７６万６千円の大幅な

増額となりました。繰入金については、３０億９，３９３万６千円で、

前年度比１５億６，４２７万４千円、１０２．３％の増額となりまし

た。これは、地方債の繰上償還に係る減債基金繰入金１５億１，９０

０万円によるものです。市債については、１８億７，０４９万８千円

で、前年度比１２億７，３４４万６千円、４０．５％の減額となりま

した。これは、投資的経費の減額に伴う地方債の借入額が減少したこ

とによるものです。 
次に、歳出について申し上げます。歳出総額では、前年度比３０億

３，０６６万３千円、１３．８％の増額となっています。これは、特

別定額給付金給付事業など新型コロナウイルス感染症対策事業と地方

債の繰上償還経費の増額が主な要因です。続いて、歳出を性質別に説

明を申し上げますが、性質別経費では、一般会計とケーブルテレビ事

業特別会計を合算した普通会計ベースで説明を申し上げます。人件費

については、２８億７７９万３千円で、前年度比１億８，４８７万３

千円、６．２％の減額となりました。扶助費については、３６億１，

３３１万２千円で、前年度比７，４９１万８千円、２．１％の増額と

なっています。これは、ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業と子育

て世帯臨時特別給付金支給事業が増となったことによるものです。公

債費については、４９億３６２万３千円で、前年度比２５億２，８３

２万円、１０６．４％の増額となっています。これは、繰上償還を２
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５億６，０３４万９千円したことによるものです。物件費については、

３０億１，００３万６千円で、前年度比２億３，４２２万円、８．４ 
％の増額となっています。積立金については、１１億３，９５６万９

千円で、前年度比３億４，７８２万６千円、４３．９％の増額となっ

ています。これは、昨年に引き続き、ふるさと寄附金特産品贈答事業

の増によるものです。繰出金については、１７億７，５３９万１千円

で、前年度比５億１，１０５万４千円、２２．４％の減額となってい

ます。これは、地方公営企業法の適用に伴い公共下水道事業、特定環

境保全公共下水道事業の特別会計繰出金と、簡易水道事業が水道事業

に統合したことに伴い簡易水道事業特別会計繰出金がそれぞれなくな

ったことが主な要因です。普通建設事業費については、３７億５５５

万５千円で、前年度比１８億４，２５４万３千円、３３．２％の減額

となっています。これは、杵築中学校改築事業、学校給食センター改

築事業、活力あふれる園芸産地整備事業、沿岸漁業経営構造改善事業

など投資的経費の減額が主な要因です。 
以上、一般会計及び普通会計の決算について、その概要を申し上げ

ましたが、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度比６．５

ポイント減の９４．４％となりました。これは、「緊急財政対策」の

削減効果と、新型コロナウイルス感染症の影響によるものです。今後

も、持続可能な財政構造の確立に向け、未来戦略推進プランに掲げた

取組や目標を、スピード感をもって、着実に推進しなければなりませ

ん。 
また、財政の健全化判断比率では、実質赤字比率等全指標で基準を

クリアしており、公営企業の資金不足比率についても問題はありませ

ん。また、実質公債費比率、将来負担比率については、前年度数値か

ら改善しており、引き続き全会計にわたる財政健全化に努めてまいり

ます。 
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次に、議案第５６号 令和２年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会

計歳入歳出決算については、歳入総額１７億７，２４３万４，２９４

円に対して、歳出総額は１７億３，４９６万９，９９１円で、実質収

支額は３，７４６万４，３０３円の黒字となっています。 
 
次に、議案第５７号 令和２年度杵築市国民健康保険特別会計歳入

歳出決算については、歳入総額３８億４４３万８，９７１円に対して、

歳出総額は３７億１，１２８万３，７６０円で、実質収支額は９，３

１５万５，２１１円の黒字となっています。 
 
次に、議案第５８号 令和２年度杵築市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算については、歳入総額４億４９４万８，９７８円に対して、

歳出総額４億４４７万７，９７８円で、実質収支額は４７万１千円の

黒字となっています。 
 
次に、議案第５９号 令和２年度杵築市介護保険特別会計歳入歳出

決算については、歳入総額３９億１，２３２万４，５９７円に対して、

歳出総額３８億３，４６６万４，５２８円で、実質収支額は７，７６

６万６９円の黒字となっています。 
 
次に、議案第６０号 令和２年度杵築市農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算については、歳入歳出総額ともに１億９，２９０万６，

８５５円で、実質収支額は０円となっています。 
 
次に、議案第６１号 令和２年度杵築市水道事業会計決算ですが、

損益計算による収益及び費用については、水道事業収益４億４，５３

４万６，７３２円に対して、水道事業費用は４億２，８８３万６，２

３９円で、当年度経常利益は１，６５１万４９３円となり、これに特
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別損益を合算した当年度純利益は２，３４５万８，３１２円となりま

した。 
資本的収入及び支出については、収入額１億７，０５７万９，１２

０円に対して、支出額は３億１，１３１万９，９３３円で、不足する

額は、簡易水道からの引継補填財源、過年度分損益勘定留保資金、当

年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税資本的収支調整額及び減債

積立金で補填いたしました。 
資本的支出のうち建設改良費については、水道管路情報管理システ

ム導入委託業務等を行い、６，０７６万５千円を翌年度へ財源繰越い

たしました。 
 
次に、議案第６２号 令和２年度杵築市工業用水道事業会計決算で

すが、損益計算による収益及び費用については、工業用水道事業収益

２，０８７万６，６７０円に対して、工業用水道事業費用は１，２４

１万６，０７８円で、当年度経常利益、当年度純利益ともに８４６万

５９２円となりました。 
資本的収入及び支出については、収入額０円に対して、支出額は１，

４２２万４，６５７円で、不足する額は、減債積立金及び過年度分損

益勘定留保資金で補填いたしました。 
 

次に、議案第６３号 令和２年度杵築市下水道事業会計決算ですが、

損益計算による収益及び費用については、下水道事業収益６億１，８

２１万３９２円に対して、下水道事業費用は６億１，９５９万８，４

４１円で、当年度経常損失は１３８万８，０４９円となり、これに特

別損益を合算した当年度純利益は１４７万４，２３４円となりました。 
資本的収入及び支出については、収入額４億３，２５３万３，７５

７円に対して、支出額は６億７，３４９万８，６３６円で、不足する

額は、引継金、引継未収金、当年度分損益勘定留保資金及び当年度分
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消費税資本的収支調整額で補填いたしました。 
資本的支出のうち建設改良費については、ストックマネジメント対

策実施業務等を行い、２，５５０万円を翌年度へ財源繰越いたしまし

た。 
 

最後に、議案第６４号 令和２年度杵築市立山香病院事業会計決算

ですが、損益計算による収益及び費用については、病院事業収益３０

億２，６２０万５２５円に対して、病院事業費用は２８億１，７５５

万１，７７１円で、当年度経常利益は２億８６４万８，７５４円の黒

字決算となりました。これに特別損益を合算した当年度純利益は１億

８，０４１万７，１６７円となりました。 
資本的収入及び支出については、収入額２億７，３９５万９千円に

対して、支出額は３億４，８９９万２，５５６円で、不足する額は、

過年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。 
 
以上、令和２年度各会計決算の状況について、説明を申し上げまし

た。 
 
続きまして、議案第６５号から議案第７２号までの、令和３年度各

会計補正予算について、説明を申し上げます。 
 

はじめに、議案第６５号 令和３年度杵築市一般会計補正予算（ 
第５号）について、説明を申し上げます。 

今回の補正は、令和２年度決算に伴う繰越金の一部を計上したほか

議会費、総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、

消防費、教育費において、２億５，１６２万５千円を追加補正し、補

正後の予算総額を１７９億６，８０６万円といたしました。 
主な補正の概要を、歳出から款を追って、説明を申し上げます。 
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まず、総務費では、積立金として、前年度決算剰余金処分等に伴い

財政調整基金積立金２億５００万円、水道事業会計と下水道事業会計

から一般会計に人事異動があった６人分の退職手当負担金を職員退職

手当基金へ積立てるため２２６万８千円を計上いたしました。大分県

及び県内市町村共同で実施するインターネット等セキュリティ対策の

次期システムへの移行経費負担金８２万９千円、ケーブルテレビの令

和２年度分生活保護等使用料減免分、障がい者、独居高齢者減額分を

一般会計から補填するケーブルテレビ事業特別会計繰出金４０９万６

千円、地域の自主防犯活動に取組む２団体が、防犯カメラを５か所、

１３台設置することに対し助成する経費４０万４千円、マイナンバー

カードの交付件数の増加を図るため、出張申請拡充のための会計年度

任用職員雇用等に要する経費３６５万２千円を計上しました。 
民生費では、令和２年度補助事業の精算に伴う国庫返還金等を計上

いたしました。また、児童の保護者が疾病等により一時的に養育する

ことが困難になった場合、施設で養育、保護を行う経費７８万１千円、

子ども園の延長保育実施日数増による事業費の増額に要する経費９３

万７千円、障がい児保育の利用者増に要する経費６０万円を計上しま

した。 
衛生費では、コロナ禍により空き缶等の資源ゴミが増えたため、ス

トックヤード内に仕切り板を設置する経費１５万７千円、指定ごみ袋

の販売代金から必要経費を控除した残額を環境対策基金に積立する経

費４７６万５千円を計上いたしました。 
 農林水産業費では、分娩監視・発情発見システムの導入に助成する

経費１９万９千円、鍋倉、石山ダムパイプラインの改修工事費４３０

万１千円、多面的機能支払交付金事業で、令和３年度から新たに広域

組織を立ち上げる山香地域広域協定に対し、運営に必要な事務経費の

不足額を補助する経費１６２万５千円、乾しいたけ生産に参入して５

年未満の就業者が行う生産施設・生産資材等の整備に対して補助する
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経費２０万４千円、プレジャーボート係留使用料徴収業務時間の増加

等による委託料の増額４７万円を計上しました。また、国庫補助不採

択や県補助の組替えによる予算組替等で、次代へ繋ぐ園芸産地整備事

業補助金を７，９４３万２千円減額しました。 
 商工費では、ふるさと納税やオンラインショップ等で提供可能な商

品の開発や既存商品の改良、増産にかかる経費の一部に対する助成と

して１４万６千円、半島振興広域連携促進事業として、「城下町杵築 
散策とひいな（雛）めぐり」を日出町と連携し開催する経費１４０万

円、市から休館要請したきつき衆楽観に対する営業補償費１３５万８

千円を計上しました。 
土木費では、昭和４１年から昭和４９年までに建設又は塗装された

鋼橋に、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）含有塗料を使用している可能

性があるため、塗膜成分調査を行う経費６７５万４千円、谷川都市下

水路の部分的な老朽化により、今後崩落する恐れがあるため延長１２

０．８ｍの補強コンクリート工事を行う経費１，５７８万５千円、下

水道事業会計の修繕料、過年度消費税修正申告等の不足額を補填する

補助金等１，０４９万６千円を計上しました。 
消防費では、土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定を受けた地域

に対し、その必要な情報を周知するため、２３の行政区、２７か所の

土砂災害ハザードマップ作成業務と、水防法に基づき、県が高潮浸水

想定区域等を定めたことにより、浸水想定区域及び浸水継続時間等を

記載した、沿岸部に位置する４３の行政区の高潮ハザードマップ作成

業務に要する経費７１１万７千円を計上しました。 
教育費では、立石地区集会所の外構フェンスが老朽化していること

から、その取替工事９３万７千円、谷川都市下水路維持補修工事に伴

い、江戸期の石積に補強コンクリート工事を行うため、発掘調査を実

施する経費２８０万円、市立図書館への来館者の増加と利便性の向上

を目的として、館内にＷⅰ－Ｆⅰネットワークを整備し、オンライン
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ツールを用いた各種イベントや司書による電子情報資源への案内を実

施するとともに、ＩＣＴ学習環境を提供する経費１９万８千円を計上

しました。 
最後に、人事異動等に伴い、各款にわたって、給与等人件費を調整

計上いたしました。 
以上、歳出について申し上げましたが、その財源は、国庫支出金、

繰越金、諸収入、市債等です。 
 
次に、議案第６６号 令和３年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会

計補正予算（第１号）については、職員２人分の人件費の調整と、令

和２年度決算剰余金処分、一般会計から補填分に伴うケーブルテレビ

事業基金の積立による補正が主なものです。 
 
次に、議案第６７号 令和３年度杵築市国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）については、令和２年度決算確定に伴う繰越金の基金

積立や納付金、返還金の確定及び備品購入の補正が主なものです。 
  
次に、議案第６８号 令和３年度杵築市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）については、決算に伴う調整が主なものです。 
 
次に、議案第６９号 令和３年度杵築市介護保険特別会計補正予算

（第１号）については、令和２年度の決算確定に伴う基金積立金や国

庫支出金返還金、地域密着型介護予防サービス給付費等が主なもので

す。 
 

次に、議案第７０号 令和３年度杵築市水道事業会計補正予算（第

２号）については、企業債償還金元金と利息、企業債強制繰上償還加

算金、固定資産除却損等が主なものです。 
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次に、議案第７１号 令和３年度杵築市下水道事業会計補正予算（ 

第１号）については、処理場機器修繕、過年度消費税修正申告、上市

工区管渠枝線整備、北浜・古野マンホールポンプ更新等が主なもので

す。 
 

次に、議案第７２号 令和３年度杵築市立山香病院事業会計補正予

算（第２号）については、新館空調更新工事、医療ガス設備更新工事、

直流電源装置更新工事等が主なものです。 
 
以上、令和３年度一般会計及び各特別会計補正予算について、その

概要を申し上げました。 
 
続きまして、条例議案について、説明を申し上げます。 
 
まず、議案第７３号 杵築市個人情報保護条例及び杵築市行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の一部改正に伴い、改正箇所を引用している条例中

の条文の所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第７４号 杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部改正については、情報公開・個人情

報保護審議会委員の報酬に新たに学識経験者の日額報酬を定めるため、

所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第７５号 杵築市税条例の一部改正については、地方税
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法等の一部改正に伴い、個人の市民税の均等割及び所得割の非課税の

範囲に係る扶養親族に関する規定や特定一般用医薬品等購入費を支払

った場合の医療費控除の特例の適用期限を延長するなど、所要の改正

を行うものです。 
 
次に、議案第７６号 杵築市税特別措置条例の一部改正については、

過疎地域自立促進特別措置法の失効及び過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法の施行に伴い、同法に基づく固定資産税の課税免

除に関する事項を定めるなど、所要の改正を行うものです。  
 

次に、議案第７７号 杵築市固定資産評価審査委員会条例の一部改

正については、行政不服審査法等の一部改正に伴い、審査手続におけ

る書類への押印が不要となることから、固定資産の評価に係る審査申

出制度についても同様の措置を講じるため、所要の改正を行うもので

す。 
 
次に、議案第７８号 杵築市指定特定非営利活動法人の指定の手続

等に関する条例の一部改正については、事業報告書の閲覧の対象から

個人の住所等に係る記載の部分を除外することができることとするな

ど、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第７９号 杵築市災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部改正については、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に

伴い、災害援護資金の貸付利率や償還方法等を改めるため、所要の改

正を行うものです。 
 
続きまして、一般議案について、説明を申し上げます。 
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まず、議案第８０号 財産の取得については、教育用タブレットの

購入に係る契約を締結することについて、杵築市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議

会の議決を求めるものです。 
 
次に、議案第８１号 杵築市過疎地域持続的発展計画の策定につい

ては、過疎地域自立促進特別措置法の失効及び過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法の施行に伴い、新たに本市における過疎対

策の基本的計画を策定するため、同法第８条第１項の規定により議会

の議決を求めるものです。 
 
次に、議案第８２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定

については、上地区において公共的施設の総合的な整備に関する財政

上の計画を定めるため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財

政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により議会の議決

を求めるものです。 
 

次に、議案第８３号 市道の路線認定については、丘
おか

野辺
や べ

一号
いちごう

線
せん

、

丘
おか

野辺
や べ

二号
に ご う

線
せん

、須崎東
すざきひがし

小学校
しょうがっこう

支線
し せ ん

及び西下司
に し げ し

清田
き よ た

線
せん

の路線認定をする

ため、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるもので

す。 
 
以上、提出いたしました予算議案１８件、条例議案７件、一般議案

４件について、説明を申し上げました。 
何とぞ、慎重審議のうえ、ご賛同いただきますようお願い申し上げ

ます。 
 
それでは、報告第１４号から報告第２１号までについて、説明を申
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し上げます。 
 
まず、報告第１４号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく健全化判断比率の算定については、同法第３条第１項の規定に

より、杵築市監査委員の意見を付けて議会に報告するものです。 
 
次に、報告第１５号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく資金不足比率の算定については、同法第２２条第１項の規定に

より、杵築市監査委員の意見を付けて議会に報告するものです。 
 
次に、報告第１６号 専決処分の報告については、本市が管理する

林道で発生した物損事故の道路損害賠償責任に関する示談について、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分しましたので、同

条第２項の規定により議会に報告するものです。 
 
次に、報告第１７号 専決処分の報告については、本市職員が公務

中に被った物損事故について、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により議会に報告

するものです。 
 
次に、報告第１８号 一般財団法人杵築市総合振興センターの経営

状況について、報告第１９号 公益社団法人杵築市地域活性化センタ

ーの経営状況について及び報告第２０号 株式会社きっとすきの経営

状況については、それぞれ令和３年度事業計画と令和２年度決算状況

等を地方自治法第２４３条の３第２項の規定により議会に提出するも

のです。 
 
次に、報告第２１号 放棄した債権の報告については、杵築市債権
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管理条例第１５条第１項の規定により権利を放棄したので、同条第２

項の規定により議会に報告するものです。 
  

何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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